
47「消極的平和」を模索するセキュリティ・ガバナンス

「消極的平和」を模索するセキュリティ・ガバナンス
―トルコのシリア内戦における対応を中心に―

今井　宏平＊　

はじめに

たびたび指摘されるように、冷戦後、中東は常に国際的な安全保障の中心

的な議題となってきた。1990年から 91年にかけての湾岸危機、アル＝カー

イダによる 9・11同時多発テロとそれに伴うアフガン戦争とイラク戦争、イ

ランの核開発疑惑、「アラブの春」と変革を経験した国家におけるその後の

政治的混乱、2014年の「イスラーム国」1）の登場などがそれに該当する。こ

れらの諸事件は相互に関連性を持っており、特にイラク戦争と「アラブの春」

は「イスラーム国」台頭の直接的な原因となった。なぜなら、イラク戦争の

結果、ザルカーウィー（Abu Musab al-Zarqawi）を中心に「イスラーム国」の

原型である「二大河の国のアル＝カーイダ」がイラクに生まれ 2）、「アラブの

春」に伴うシリア内戦がシリア領内に「イスラーム国」が活動するスペース

を与えたためである。

中東に位置する諸国家の国境は人工的なものであり、宗派や民族の境界線

とは大きなずれが生じている。そのため、国境の境界線としての機能が低く、

人々が容易に越境し、主権国家の統治能力が徹底されていない領域も数多く

存在する。近年は科学技術の発展により、これらの現象に拍車がかかってい

る。「イスラーム国」はまさにこの現象をうまく活用し、その活動領域を広

げている。

このように、中東での混乱は容易に国境線を越えるため、地域的な問題へ
＊  日本学術振興会特別研究員 PD
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と発展する場合が多い。非国家主体を含む多様なアクターの相互関係を駆使

して安全保障を達成する、セキュリティ・ガバナンスの概念は、こうした中

東の脱国境的な混乱を制御する手段として、注目に値する。セキュリティ・

ガバナンスの考えは、欧州安全保障協力機構（OSCE）に代表されるように、

個人の人権の尊重や自由の追求といった「積極的平和」を志向する中で発展

してきた概念である。一方で、中東では「積極的平和」よりも、紛争の停止

を喫緊の課題とした「消極的平和」の達成を最優先事項とする。セキュリ

ティ・ガバナンスは、その制度化、そして規範としての側面に焦点が当てら

れがちである。しかし、中東のように安全保障に関する包括的な地域機構が

なく、内戦が周辺地域に拡大する現状は、セキュリティ・ガバナンスの機能

について再検討を促している。

本稿は、上記のような問題意識に立ち、「消極的平和」に基づくセキュリ

ティ・ガバナンスの可能性について、中東、特にトルコのシリア内戦への対

応を事例として取り上げ、検討する試みである。まず、第 1章では国際関係

論におけるセキュリティ・ガバナンスの位置づけと考えを整理する。そのう

えで、第 2章において中東における安全保障の特徴を概観し、トルコのシリ

ア内戦への対応について考察する。

1.　セキュリティ・ガバナンスの理論的前提

（1）　国際関係論におけるガバナンス概念出現の背景

ガバナンスという用語が国際関係論において注目されるようになったの

は、国際政治の秩序変動とも形容される冷戦構造崩壊の後であった。冷戦構

造の崩壊がもたらした秩序変動の特徴とは、4つに大別できよう。1つ目の

特徴は、言うまでもなく唯一の超大国となったアメリカの影響力の高まりで

ある。2つ目の特徴は、米ソ対立によって機能不全に陥ってきた国際連合に

おける安全保障理事会の機能回復である。これは冷戦構造崩壊後に国連平和
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維持活動が活発になったこと、1992年に当時の国連事務総長であったブトロ

ス・ブトロス・ガリ（Boutros Boutros-Ghali）が提示した「平和への課題」に

端的に示されている。3つ目の特徴は、地域機構の活性化である。地域機構

の活性化は、欧州共同体（EC）が欧州連合（EU）になったり、全欧安全保

障協力会議（CSCE）が OSCEになったりした既存の機構の機能拡大と、黒

海経済協力機構（BSEC）や ASEAN地域フォーラム（ARF）など新たな機構

の立ち上げに区分できる。国連安全保障理事会の機能回復および機能拡大と

地域機構の活性化は、主権国家の上位主体の役割の拡大であった。それに対

して、4つ目の特徴は、バルカン半島での内戦に顕著なように、国家が自国

の領土をコントロールできない事例が目立つようになったことである。言い

換えれば、マックス・ウェーバー（Max Weber）の国家の定義に見られる「国

家による暴力の独占」が成り立たない状況が発生するようになった。こうし

た事態に際し、超大国であるアメリカを中心とする他国は、内政不干渉の原

則よりも秩序の安定化を優先し、「人道的介入」を実行に移した。

ガバナンスはこうした国際政治における国連の役割の復権、主権国家の機

能の相対的低下という状況の中で、新たな国際秩序を捉えることのできる概

念として国際関係論において用いられるようになった。山本吉宣は、ガバナ

ンスを「主体としては、国家だけでなく、NGO、多国籍企業など、さまざま

な方法を考え、さらに、問題も多くのものに広がるものを考える」と定義し

ている 3）。そして、ガバナンスの要素として、①目的、②主体（非国家主体

も含む）、③方法（公式・非公式の制度や規範）、④行動規範（協力的な行為

を可能とするもの）をあげている 4）。猪口孝は、ガバナンスの特徴として、

①複数の主体の存在、②複数の主体の行動を規律または錯乱する動き、③ガ

バナンスのそれ自体の性格、つまり公共善、公共悪といったガバナンスの目

指す方向性をあげている 5）。また、信夫隆司は、ガバナンスは「効果があっ

て初めて存在意義があるもの」と指摘し、共通の目標に関与するアクターが

意識的もしくは無意識に協力する間主観的なものであると述べている 6）。
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1990年代以降、国際関係論においてガバナンスを扱う論文が急増するが、そ

の中でも先駆的な作品は、ジェームズ・ローズノー（James Rosenau）の「世

界政治におけるガバナンス・秩序・変化」7）という論文である。ローズノー

は、冷戦構造の崩壊を契機に、主権国家中心のシステムから人間中心のシス

テムへと変化する必要性、そこでは主権国家だけではなく、国際機構、NGO

などの非国家アクターが統治に重要な役割を果たすことを主張した。これは

1994年に国連開発計画（UNDP）の『人間開発報告書』で提示された「人間

の安全保障」の概念ともシンクロするものであった。次節では国際関係論に

おけるガバナンスをもう少し細かく類型化してみたい。

（2）　国際関係論におけるガバナンス概念の分類

国際関係論において、ガバナンスはその規模、対象、質に基づいて分類さ

れることが多い。まず、ガバナンスの規模について考えてみると、90年代に

議論された国際関係論におけるガバナンスの多くは、国連を中心としたグ

ローバル・ガバナンスであった 8）。しかし、2000年代に入ると、リージョナ

ル・ガバナンスの議論が多く見られるようになってくる 9）。グローバル・ガ

バナンスに関しては、環境問題や貧困問題などの「国際公共財」を対象とす

る場合が多いのに対し、リージョナル・ガバナンスは、安全保障に関連する

議題を対象とする場合が多い。これは、グローバル・ガバナンスでは地域レ

ベルの事件に細やかに対応できないこと、さらにグローバル・ガバナンスで

は超大国であるアメリカの介入がほぼ必然となるが、一部の国々はアメリカ

の介入と距離を置きたいと考えていることがあげられる。最も典型的なリー

ジョナル・ガバナンスは、ロシアと中国が中心となって設立した上海ファイ

ブ（その後、上海協力機構となる）10）である。上海ファイブおよび上海協力

機構は、安全保障に重きを置き、特に「対テロ、対組織犯罪、対反政府勢力」

への対応を各国の共通の利害としている 11）。信夫は、ガバナンスの質に焦点

を当て、国際関係論におけるガバナンスを制度的ガバナンス論、機能的ガバ
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ナンス論、規範的ガバナンス論という 3つに分類している。この分類に則す

と、まずガバナンスにおいて必要なことは一定の機能を果たすこと（何らか

の効果をあげること）である。そのうえでそうしたガバナンスを制度化し、

さらに規範的なものへと昇華させていくことが次の段階となるだろう（図 1

参照）。特に安全保障を対象とするガバナンス、つまりセキュリティ・ガバ

ナンスはまず、戦争の停止および戦争の除去という、いわゆる「消極的平和」

の確保が必要不可欠である。

（3）　セキュリティ・ガバナンス

そもそもセキュリティ・ガバナンスとは何だろうか。前節で見たように、

国際関係論におけるガバナンスには多様な様式がある。セキュリティ・ガバ

ナンスは、グローバルな規模よりも、各地域の脅威の源泉が異なるため、地

域規模で展開されることが多い。そのため、セキュリティ・ガバナンスは地

域機構が主体となる 12）。しかし、地域機構だけではなく、地域機構より下位

のアクターである主権国家、NGO、経済団体、自警団などの役割も重要とな

る。

もう少し詳しくセキュリティ・ガバナンスの定義を見てみよう。セキュリ

ティ・ガバナンスに関する研究の先駆けであるマーク・ウェーバー（Mark 

Webber）やエルケ・クラフマン（Elke Krahmann）等は、地域として主に

ヨーロッパに焦点を当て、セキュリティ・ガバナンスの特徴を、①へテラー

キー、②公的組織・民営組織の両方を含む、多数のアクターによる相互関係、

③公式・非公式の制度化、④規範によって構造化され、公的な規則によって

了承されている諸アクター間の関係、⑤集団的な目的、と指摘している 13）。

山根達郎は、より制度と制度化の過程を強調し、セキュリティ・ガバナンス

図 1：ガバナンスの段階（理念型）

機能→制度化→規範
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を「非国家主体を含む多様な主体間の相互作用による安全保障上の公式・非

公式の諸制度であり、その制度化に向けた複数の権威が収斂するガバナンス

の様態に着目した分析枠組み」と定義している 14）。また、エマニュエル・ア

ドラー（Emanuel Adler）等は、セキュリティ・ガバナンスを「諸アクター

を統合、管理、規制し、物理的な脅威・存在論的安全保障 15）の脅威に対応

する個別または集団的なアクターによって計画されたルールのシステム」16）

と定義して、セキュリティ・ガバナンスを 1つのシステムと見なしている。

ウェーバー等が指摘した特徴の 1つであるヘテラーキーとは、アナーキー

やハイアラーキーと同じく、秩序形態の 1つであり、「自律的な協力形態と

してのネットワークに重点置く秩序形態」である 17）。また、山根のセキュリ

ティ・ガバナンスの定義に見られる「自律」とは、広辞苑を引くと、「自分

で自分の行為を規制すること。外部からの制御から脱して、自身の立てた規

範に従って行動すること」と定義されている。「自律」とは、要するに、各

アクターが自身の規範、規律に従って行動することで、結果的に各アクター

の目標が達成されるということである。もちろんヨーロッパや東南アジアな

どにおいては各アクター間に主体的な協力関係が見られるが、その他の地域

では必ずしも主体的な協力関係が成り立たない場合が多く、結果的な協力関

係に重点が置かれる。

ウェーバー等、山根、アドラー等ともに、セキュリティ・ガバナンスの中

でも制度化の段階に力点を置く。また、アドラー等は、セキュリティ・ガバ

ナンスが対応する脅威にも注目している。脅威別のセキュリティ・ガバナン

スに関しては、山本が示唆に富む議論を展開している 18）。山本は、アクター

を主権国家に限定したうえで、脅威を外部化（グループの外に敵を設定する）

するか内部化（脅威の発生を防ぐ）するか、また、脅威の源泉が明確か不明

確か、という 2点を基軸に、競争的安全保障（外部化・明確）、危機対応型

安全保障（外部化・不明確）、共通の安全保障（内部化・明確）、協調的安全

保障（内部化・不明確）と類型化している 19）。セキュリティ・ガバナンスは、
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アクターを主権国家に限定しないが、基本的に脅威を内部化し、さらにその

脅威は不明確とされる。よって、山本の分類においては協調的安全保障、具

体的には信頼醸成措置や安全保障対話、予防外交が、それに当たる。ただし、

セキュリティ・ガバナンスは、ヨーロッパや東南アジアを除く地域、例えば

中東やアフリカでは、上記したように主体的な協力関係よりも結果的な協力

関係に重点が置かれる傾向にある。その意味では、カール・ドイッチュ（Karl 

Deutsch）が指摘し、その後アドラーとマイケル・バーネット（Michael Barnett）

が再定義した不戦共同体としての「安全保障共同体」ともセキュリティ・ガ

バナンスは異なる 20）。なぜなら、安全保障共同体の核となっている議論は、

共同体意識の醸成と平和的変革への意志であるが、翻って中東やアフリカに

おけるセキュリティ・ガバナンスはこうした意識の共有よりも結果として安

全が担保されることを重要視するためである 21）。

（4）　結果的な協力を促す複合的脅威

結果的な協力を促す大きな要因は、各アクターの恐怖もしくは脅威認識で

ある。利害を異にする諸アクターも、共通の脅威認識を持つことである種の

セキュリティ・ガバナンスが成立する。このように考えると、スティーヴン・

ウォルト（Stephen Walt）が指摘した「脅威の均衡（balance of threat）」が

セキュリティ・ガバナンスの原初形態という理解も成り立つだろう。ウォル

トは脅威の均衡を「脅威となっている国家からの攻撃を抑止するため、また

脅威となっている国家を倒すため、そうした国家へ対抗するために団結する

行動」と定義している 22）。ウォルトは国家のみを脅威の対象としているが、

前述したようにセキュリティ・ガバナンスは脅威を国家に限定していない。

各アクターの脅威認識についてもう少し詳しく検討してみたい。バリー・

ブザン（Barry Buzan）は『人間・国家・恐れ』（1983年／ 1991年）におい

て、国家にとっての脅威を軍事的脅威・政治的脅威・社会的脅威・経済的脅

威・生態学的脅威という 5つの部門に分類している 23）。軍事的脅威とは、伝
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統的なハードパワーに基づく脅威である。政治的脅威とは、諸国家の組織的

な安定性を損なわせるために分離主義者を扇動したり、政治機構を混乱させ

たりする脅威である。社会的脅威とは、一般市民が被る社会レベルでの脅威

であり、物理的なもの、心理的なもの、文化的なものまでさまざまな形態が

考えられる。経済的脅威は、諸国家の経済や市場に悪影響を及ぼす脅威であ

る。生態学的脅威は、国家に物理的な損害をもたらし、国家のアイディアや

国家機構を機能不全にする脅威であり、具体的には災害などが該当する。ブ

ザンは 5つの脅威は、相互依存関係にあり、密接に関連するものとみなして

いる。ブザンはこうした「複合的な脅威」に対応するために複合的安全保障

の必要性を強調した。ただし、軍事的脅威、政治的脅威、経済的脅威、生態

学的脅威が脅威の質について論じているのに対し、社会的脅威は脅威を受け

る主体に焦点を当てており、レベルが異なる。セキュリティ・ガバナンスの

視点から考えると、脅威を受ける主体は国家（政府）、社会における人々、近

隣諸国の政府と人々、さらに場合によっては国際社会が考えられる。

次章では、これまでの整理を踏まえ、中東におけるセキュリティ・ガバナ

ンスの特徴とトルコに関するセキュリティ・ガバナンスについて考察してい

きたい。

図 2：セキュリティ・ガバナンスの発展に関する理念型

脅威の均衡
↓

結果としてのセキュリティ・ガバナンス
↓

主体的なセキュリティ・ガバナンス
↓

安全保障共同体
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2.　トルコにおけるセキュリティ・ガバナンス

（1）　中東地域の安全保障の特徴

本項では、中東地域の安全保障がどのような特徴を持っているか、概観し

ていきたい。「はじめに」でも述べたように、冷戦後の時代において、中東

は常に国際政治の脅威の源泉と見なされてきた。中東地域の安全保障を考え

ると、いくつかの特徴が浮かび上がる。まず、地域レベルで包括的な安全保

障機構がないことが大きな特徴である 24）。アラブ諸国の機構であるアラブ連

盟、湾岸諸国の機構である湾岸協力会議（GCC）、イスラームという宗教に

基づくイスラーム諸国会議機構（OIC）は存在するものの 25）、中東という地

域を基盤とした機構はこれまで設立されてこなかった。中東には、イスラエ

ルとパレスチナの中東和平問題の存在、核開発を巡るイスラエルとイランの

対立、サウジアラビアとイランの対立関係に象徴されるスンナ派とシーア派

の宗派対立など複雑な政治的断層が存在するため、地域全体をカバーする機

構の立ち上げが難しい状況にある。立山は、中東で地域統合が阻害される要

因として、①統合の動きが既存の国家枠組みを揺るがす現状変更の可能性を

孕んでいた点、②複雑な政治的断層が存在する点、③域外との関係、特に多

くの国がアメリカとハブ・スポーク型の二国間関係を結んでいた点、④特に

湾岸地域の諸国家は、石油に依存したモノカルチャー経済であり、中東域内

よりも域外諸国との関係が重視された点、を挙げている 26）。2つ目の特徴と

しては、非国家主体が安全保障分野で存在感を高めている点である。レバノ

ンのヒズブッラー、パレスチナのハマースなどは政治機構と軍事機構が融合

した組織であり、レバノンとパレスチナの政治的安定／不安定を大きく左右

するアクターである。また、クルディスタン労働者党（PKK）はトルコから

の分離独立を目指して武力闘争を展開してきた。しかし、1999年に逮捕さ

れ、現在服役中のアブドゥッラー・オジャラン（Abdullah Öcalan）党首の意

向で政治的な解決にも活路を見出している。さらに 2014年以降、シリアと
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イラクの一部の領土を支配している「イスラーム国」も非国家アクターであ

る 27）。これは裏を返せば、中東の主権国家が脆弱であることの証左でもある。

中東では王政、共和政いずれの政体をとる場合でもその多くが暴力装置を用

いた権威主義国家として機能してきた。しかし、イラク戦争後のイラクと

「アラブの春」後のシリアで顕著なように、権威主義国家は一度崩壊すると

権力を巡る争いに宗派主義やナショナリズムが用いられ、内戦もしくは国内

が分断される状況が出現する。3つ目の特徴は、2つ目の特徴と矛盾するが、

権威主義国家は脆弱性を孕んでいるとしても、地域全体を包摂する機構がな

い現状では、主権国家が安全保障を担保する主要なアクターである。4つ目

の特徴として、非国家主体が存在感を高め、主権国家が脆弱なため、さらに

中東地域を分ける国境線が第一次世界大戦後に作為的に造られたものであ

るため、各国の行動様式は基本的に「現状維持」である。5つ目の特徴とし

て、カール・ブラウン（Carl Brown）が「東方問題システム」28）と名付けた

ように、中東地域の政治には常に西洋諸国が影響を与えてきた。特に冷戦以

降の時期は、アメリカの浸透が顕著となった。6つ目の特徴として、中村覚

が指摘しているように、中東各国政府は安全保障に関して極めて「現実的」

な側面があり、緊張の中に「奇妙な」安定を保つことに注力してきた 29）。民

主化や和解よりもとりあえず均衡を保つことを目指す姿勢は欧米型のセ

キュリティ・ガバナンスや安全保障共同体とは相容れず、一方で結果を重視

するセキュリティ・ガバナンスとは整合性を持つ。

次節以降では、伝統的に中東地域の「周辺」30）に位置づけられてきたもの

の、2002年にイスラームに親和的な政党である公正発展党が単独与党の座を

獲得して以降、中東地域への関与を強めてきたトルコを事例として取り上げ

考察していきたい。トルコの政策決定者は第一次世界大戦後に国家解体の危

機を経験したため、また、国内で PKKが分離独立を主張してきたため、国

家枠組みや国境に関しては現状維持を志向する傾向が強い。また、トルコは

北大西洋条約機構（NATO）の加盟国であり、安全保障に関して、西洋の影
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響を最も受けている中東の国家である。地政学的に多様な隣国に囲まれてい

るトルコの外交は極めて現実的である。

（2）　トルコの地域秩序安定化外交

公正発展党、特に元首相で、現大統領のレジェップ・タイイップ・エルド

アン（Recep Tayyip Erdog-an）は、トルコの伝統的な外交方針である西洋重

視を進める一方で、中東地域への関与も強めた 31）。エルドアンのイニシア

ティヴの下、公正発展党の外交を取り仕切ったのが元外相で 2015年 9月現

在首相を務めるアフメット・ダーヴトオール（Ahmet Davutog-lu）である 32）。

「アラブの春」以前のトルコ外交は、権威主義国家であっても現状維持に基

づく地域の安定化に貢献するのであれば、その内政には干渉しない立場を

採った。こうしたトルコの立場の象徴となったのが、シリアとの関係強化で

ある 33）。2004年にはバッシャール・アサド（Bashar al-Assad）大統領とエル

ドアン首相がそれぞれトルコとシリアを訪問し、同年 12月には両国の間で

自由貿易協定（FTA）が締結された。さらに 2009年 9月にはアサド大統領

がトルコを訪問した際に、ハイレベル戦略協力委員会の設置と両国間での

ヴィザ免除の実施が決定された。また、2004年から 2008年にかけては、2000

年以降、交渉が停滞しているシリアとイスラエルの関係改善に関してもトル

コは間接交渉の仲介役を担った。

こうしたトルコの秩序安定化政策は2010年5月のガザ支援船団攻撃事件 34）、

トルコとブラジルのイラン核開発の仲介 35）の頓挫から次第に綻びを見せ始

め、「アラブの春」に端を発するシリアの内戦で破綻を迎えることになる。

「アラブの春」に際して、トルコは当初変革を経験した諸国家の「モデル」と

見なされ、一時的に地域での正当性を高めた。特にチュニジアのナフダ党や

エジプトのムスリム同胞団の指導者たちは、公正発展党をイスラームと民主

化の両立のモデルとした 36）。しかし、トルコは変革を経験した諸国家のモデ

ルであることを強調することで、結果として権威主義国家との関係を許容し
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ない形での地域秩序の安定化を標榜した。言い換えれば、「アラブの春」以

降の公正発展党の外交は「現状打破」を前提とした地域安定化を模索する政

策に転換した。この外交方針の転換は、必然的にシリアのアサド政権との関

係の再考を促した。シリアでは 2011年の 3月 15日から反政府デモが起こり

始め、4月からハタイ県を中心にトルコにシリア難民が流入し始めた。トル

コ政府はダーヴトオール、ハカン・フィダン（Hakan Fidan）国家情報局

（M T）長がシリアを訪問し、アサド政権に翻意を促すも結局失敗に終わり、

トルコ政府はアサド政権との関係を 2011年 11月 30日に断絶した。一方で、

トルコ政府はアサド政権打倒を目指すシリア国民評議会を支持した。

トルコは周辺国との関係が悪化して以降、地域秩序の不安定化は国際秩序

の不安定化を招くとして、国際社会と連携して周辺地域、特にシリアの安定

化を図ろうとするも、結果的に、約 910キロメートルの国境を共有するシリ

アの混乱にトルコも巻き込まれることになる。ダーヴトオールの地域秩序の

安定化を図る政策は、ソフトパワーを駆使して周辺地域と国際社会で正当性

を高める手法であった。しかし、シリア内戦の影響がトルコの国益を直接的

に脅かすようになると、トルコ政府はハードパワーも使用しながら、脅威を

均衡、さらにそれを常態化させることを試みるようになる。

（3）　シリア内戦がトルコに与える複合的脅威

シリア内戦がトルコに与える脅威認識とはどのようなものだろうか 37）。こ

こでは、前述したブザンの複合的脅威認識に沿って検討していきたい。ただ

し、生物学的脅威に関しては、軍事的脅威の中で触れるに留める。

第 1に、軍事的脅威であるが、2011年から 2013年にかけて、トルコにとっ

て主要な軍事的脅威はアサド政権であった。2011年 11月の関係断絶以降、

トルコはシリアの反体制派への援助を強め、間接的にアサド政権と対立して

きた。しかし、2012年 6月 22日にトルコ軍機がシリア軍に撃墜され、同年

10月 3日にシリア軍の砲撃により、シャンルウルファ県アクチャカレでトル
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コ住民 5名が死亡したことで、その脅威がより直接的となった。2013年 4月

以降、アサド政権が反体制派に対して化学兵器を使用した疑いが強まると、

トルコのアサド政権に対する軍事的脅威はさらに高まった。アサド政権の化

学兵器は、トルコに生態学的な脅威をも与える可能性があった。トルコに対

するアサド政権の脅威は、2015年 9月現在も継続しているが、2013年 9月

14日にアメリカとロシアがシリアの化学兵器廃棄の枠組みに同意したこと

で、アサド政権による軍事的脅威は一時よりも低下した。

2014年以降、トルコの脅威として急速に顕在化したのが「イスラーム国」

である。トルコの「イスラーム国」に対する脅威認識が高まった事件が、ト

ルコ領事館人質事件である。これは、2014年 6月 10日、イラクのモースル

にあるトルコ領事館が「イスラーム国」の戦闘員に襲撃され、オズトゥルク・

ユルマズ（Öztürk Yılmaz）領事以下、領事館員 49人（トルコ人 46人、イラ

ク人 3人）が人質となった事件である。この事件は、同年 9月 20日に、M T

を中心とした救出活動の結果、人質 49人全員が無事救出された 38）。

2015年 7月 20日に、コバニ（アイン・アラブ）と隣接するトルコ南東部

のシャンルウルファ県スルチで起きた「イスラーム国」の信奉者によるテロ

で 32名が死亡した事件を契機に、トルコは反「イスラーム国」の姿勢を明

確にする。トルコは、インジルリック空軍基地のアメリカの使用を許可し、

有志連合の対「イスラーム国」作戦に参加する決断を下した。そして、同年

8月 28日に初めて有志連合の「イスラーム国」空爆作戦に参加した。

次に、政治的脅威について検討する。トルコにとって、シリア内戦で政治

的な脅威となっているのは、シリア北部におけるクルド民主統一党（PYD）

の勢力拡大である。なぜなら、PYD、そしてその軍事部門であるクルド人民

防衛隊（YPG）は、トルコで分離独立運動を展開してきた PKKの関連組織だ

からである。トルコは 2014年 9月から翌年 1月にかけて起きた、「イスラー

ム国」と PYDを中心としたクルド勢力のコバニ争奪戦を静観した。アメリカ

をはじめ、有志連合の諸国家がクルド勢力を支援する中で、トルコは最小限
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の協力を行ったにすぎなかった。これはトルコ政府が PYD/YPGに提供され

た武器が PKKやアサド政権に渡る可能性を危惧していたためである 39）。数

少ない協力として、トルコ政府はアメリカとの間で、少なくとも 2000人の

シリア反体制派の兵士をアンカラに近いクルシェヒルの軍事訓練センター

でトルコ軍とアメリカ軍によって訓練することに合意した 40）。しかし、この

際も YPGの兵士への訓練についてはトルコ側が拒否している。トルコは、

2015年 7月 20日に「イスラーム国」との対決姿勢を明確にする中で、「ISIL

フリーゾーン」と呼ばれる安全地帯をシリアのアレッポからジャラブルスに

かけての 90キロメートルの地域に建設することを求めている 41）。この「ISIL

フリーゾーン」建設の目的として、トルコ政府は「イスラーム国」対策、ア

サド政権対策、そして難民の帰還先の確保という 3点を挙げている。しかし

ながら、これらに加えて、PYDと YPGの勢力範囲の拡大を防ぐ目的も「ISIL

フリーゾーン」にはあると見られている 42）。

シリア内戦、それに伴うトルコへ流入する難民の急増は、トルコの経済的

脅威となっている。シリア内戦によって、トルコは大別して 3つの経済的被

害を被っている。それは、隣接地域における経済活動の停止、シリアとの貿

易の停滞、難民への対応や国境防衛のための支出の拡大である。トルコとシ

リアにレバノン、ヨルダンを含む 4ヵ国は 2010年 12月 3日に「レバント・

カルテット」と呼ばれる経済協力の枠組みを立ち上げた。レバント・カル

テットは、4ヵ国間で自由商業地域、ヴィザなしでの渡航を許可、共同評議

会の設立、商業・関税・農業・保健・エネルギー各分野での協力を深化させ、

2015年までに 4ヵ国の経済規模を 1兆 5000億ドルまで高めることを目指し

た 43）。しかし、シリア内戦によって主導国であったトルコとシリアが対立し、

レバント・カルテットは機能不全に陥った。また、トルコ統計局の調べによ

ると、トルコとシリアの貿易額は 2004年から増加し、2010年の時点ではト

ルコからシリアへの輸出が約 18億ドル、輸入が 4億 5000万ドルを超えてい

た。しかし、シリア内戦以降、貿易額は急激に減じ、2012年の時点では輸出
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が約 5億ドル、輸入が約 1億 1500万ドルとなった。2013年以降、トルコの

シリアに対する輸出は再び増加しているが、シリアからの輸入は停滞してい

る。加えて、トルコには 2011年 4月からシリア難民が流入し始め、2015年

9月現在、登録されているだけでも約 193万人の難民が滞在している 44）。ト

ルコ政府によると、トルコは 2015年 9月までに難民対策で約 76億ドルの支

出を余儀なくされている 45）。

シリア内戦で社会的脅威となっているのが、難民と、「イスラーム国」や

PKKとの戦闘への巻き込まれである。難民に関しては、上述したように 193

万人がトルコに流入しており、難民キャンプに 26万人前後、キャンプ外に

167万人の難民が住んでいる 46）。難民が増えることが一概に脅威認識を高め

るわけではないが、例えばシリアに隣接するキリス県では、元々住んでいた

トルコ人よりも多い数の難民が暮らしている。宗派、民族が異なる難民が多

数流入することで人口統計が大きく変化すると、脅威認識を刺激することに

つながる。また、シリア国境付近でアサド政権からの砲撃、「イスラーム国」

による自爆テロで犠牲となったのは市民である。そのため、国境付近では市

民の「イスラーム国」に対する脅威認識は極めて高い。その一方で、2014年

9月のトルコ全土を対象とした世論調査においては、市民の「イスラーム国」

に対する脅威認識は 59.3%に留まっている 47）。

（4）　シリア内戦に対するトルコのセキュリティ・ガバナンス

トルコは「シリア内戦」で脅威認識が高まるにつれ、安全を保障する、よ

り正確には脅威に対して均衡、脅威を抑止するための措置を講じてきた。ア

サド政権の脅威が直接的になると、まず、トルコは自身が加盟する NATOに

対して働きかけを行った。2012年のトルコ軍機撃墜、そしてアクチャカレで

5名が死亡する事件が勃発した際に、トルコは速やかに NATO緊急理事会を

開催させた。そして、同年 12月 4日に NATOは対空防衛のためにパトリオッ

ト・ミサイルをシリアに近いトルコのガジアンテプ県、アダナ県、カフラマ
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ンマラシュ県に配備することを決定、2013年 2月 15日にミサイルの配備が

完了した 48）。

NATOによるシリアの軍事脅威の抑制に次いで、自国の安全を保障するた

めにトルコはアメリカとの関係を強化する。2013年 5月 16日にエルドアン

首相とオバマ大統領の首脳会談が行われ、両国はアサド政権の退陣は必要不

可欠であることを確認した 49）。そして、両国は同年 8月と 9月にアサド政権

への空爆に傾くが、ロシアの介入によりトルコは梯子をはずされることにな

る。とはいえ、アメリカとロシアがアサド政権の化学兵器撤廃で合意したた

め、トルコにとってのアサド政権の化学兵器の脅威は消滅した。トルコとア

メリカの信頼関係は一時的に低下したものの、両国関係は、2015年 7月にト

ルコが「イスラーム国」との対決姿勢を強めたことで、再び高まっている。

また、国内事情を鑑みれば奇妙な状況であるが、トルコにとって、PYD/YPG

の存在は「イスラーム国」の勢力拡大を食い止めるための必要悪である 50）。

トルコはコバニ争奪戦を静観したことから、究極的には両者の壊滅を狙って

いると思われるが、PYD/YPGと「イスラーム国」が拮抗を保っている状態

は、トルコにとって、シリア内戦が自国に拡大することを防ぐのに都合が良

い。

難民対策に関しては、トルコ首相府傘下のトルコ災害・緊急時対応庁

（AFAD）、トルコ赤新月社、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、世界食

糧計画（WFP）、そして人権と自由に対する人道援助基金（ HH）、キムセ・

ヨク・ム、難民と移民の連帯のための協会（ASAM）などの NGOが部分的に

協力する形で展開されている 51）。AFADと国連機関はキャンプの運営を中心

に活動を展開している。しかし、上述したように、キャンプに住む難民に比

べ、キャンプの外に住む難民が圧倒的に多い。そのため、小規模ではあるが、

きめ細かい援助を展開する NGOの活動が必要不可欠な状況となっている。

このように、トルコのシリア内戦への対応には、主権国家、国際機構、地

域機構（NATO）、非国家主体である「イスラーム国」、PYD/YPG、NGOとい
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う多様なアクターが関係する形で、安全保障を担保している。ただし、各ア

クターは必ずしも制度や規範に基づいて安全を保障しているわけではない。

トルコの安全保障において、当然ながら中心的なアクターとなるトルコ政府

の複合的な脅威認識に基づき、また、脅威認識を共有する形で NATOやアメ

リカが介入している。そして、難民対策のようにトルコと国際社会の両方に

とって問題となる出来事は、トルコ政府、国連機関、NGOが協力する形で対

応に当たっている。PYD/YPGの活動は、長期的にはトルコの国益に反する。

しかし、短期的に見ると、トルコにとって脅威認識が高まっている「イス

ラーム国」の活動を抑制する効果（機能）がある。このように、トルコのシ

リア内戦に対するセキュリティ・ガバナンスは、脅威認識に根差し、「消極

的な平和」を確保するための各アクターの行動が結果的に紛争の抑制につな

がっている状態を指している。

おわりに

本稿は、「消極的平和」に基づくセキュリティ・ガバナンスの可能性につ

いて、中東、特にトルコのシリア内戦への対応を事例として取り上げ、検討

してきた。

国際関係論においてガバナンスという用語が使用されるようになり、セ

キュリティ・ガバナンスの概念が登場した冷戦後の時期に念頭に置かれたの

は、人間の安全保障に代表されるような「積極的平和」の模索であった。特

に多様なアクターの関与、制度化、もしくは規範とみなす点に焦点が当てら

れた。しかし、2010年代に入り、中東、アフリカでは主権国家、非国家主体

を巻き込んだ内戦が目立つようになり、「積極的平和」よりもその前提とな

る「消極的平和」の確保が急務となった。よって、本稿ではこれまでのセ

キュリティ・ガバナンスの議論を俯瞰したうえで、主体的な協力関係は希薄

だが、結果としての協力関係に重きを置き、その源泉を脅威認識に求める低
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度のセキュリティ・ガバナンスに焦点を当てた。これは、脅威の均衡に近い

レベルのセキュリティ・ガバナンスであった。

トルコのシリア内戦への対応は、まさにこの低度のセキュリティ・ガバナ

ンスであった。トルコにとって、アサド政権の軍事活動、「イスラーム国」の

拡大を 1国で防ぐことは困難であった。そのため、同盟国で大国のアメリカ、

トルコが加盟している NATO、さらに非政府組織であり、トルコと対立関係

にある PYD/YPG、難民の保護に当たる複数のアクターを巻き込んで、結果と

しての安定と協力をトルコは達成した。

ただし、いうまでもなく、この結果としての安定は脆弱で、移ろいやすい

ものである。不安定さが増している中東やアフリカの 1部の地域において、

こうした機能を重視した低度のセキュリティ・ガバナンスが、今後、制度化、

規範を目指す高度のセキュリティ・ガバナンスに発展する可能性は低い。と

はいえ、制度化、その先の規範としてよりも、脅威を限定もしくは抑制する

という機能は、こうした地域で最も必要不可欠なものと言えるだろう。
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